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平成17年 8月16日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1701号

秋
田
県
告
示
第
七
百
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ

告
　
示

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定
（
七
〇
九
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
変
更
（
七
一
〇
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
（
七
一
一
・
湯
沢
保
健
所
）
…
…
…
…
…
２

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
七
一
二
、
七
一
三
・
湯
沢
保
健
所
）
…
…
…
…
…
…
２

秋
田
県
告
示
第
七
百
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条

の
二
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

名
　
　
　
　
　
称

医
療
法
人
社
団
杏
真
会
六
郷
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

株
式
会
社
コ
ム
ス
ン
　
本
荘
由

利
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

ア
イ
リ
ス
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
鹿
角

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
扇
寿

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

仙
北
郡
美
郷
町
六
郷
字
馬
町
六
十
四
番
地

由
利
本
荘
市
出
戸
町
字
瓦
谷
地
二
十
八
番
地
一
　
鶴
沼
ビ
ル
一

階鹿
角
市
花
輪
字
上
花
輪
二
百
十
二
番
地
一
の
二

能
代
市
鰄
渕
字
下
悪
戸
六
十
四
番
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
看
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

福
祉
用
具
貸
与

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介
護

指

定

年

月

日

平
成
十
六
年
五
月
一
日

平
成
十
七
年
六
月
一
日

平
成
十
七
年
七
月
一
日

平
成
十
七
年
七
月
一
日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

医
療
法
人
社
団
杏
真
会

六
郷
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
　
理
事
長

株
式
会
社
コ
ム
ス
ン
　
代

表
取
締
役

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

代
表
取
締
役

特
定
非
営
利
活
動
法
人

ニ
ュ
ー
ハ
ピ
ネ
ス
扇
寿

理
事
長
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秋
田
県
告
示
第
七
百
十
一
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
医
療
機
関
か
ら
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第

百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
七
百
十
二
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
七
百
十
三
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日
（
第
千
六
百
九
十
六
号
）
掲
載
の
秋
田
県
告
示
第
六
百
六
十
九
号

（
道
路
区
域
の
変
更
及
び
供
用
開
始
）

（
印
刷
誤
り
）

二
ペ
ー
ジ
表
中

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
一
一
一
　
は
、

〇
・
一
一
〇
　
の
誤
り
。

〇
・
二
二
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
・
一
二
二

２

名
　
　
　
　
　
　
称

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
　
末

広
介
護
タ
ク
シ
ー

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

有
限
会
社
末
広
自
動
車
　
代
表
取
締

役

所
　
　
在
　
　
地

大
曲
市
四
ツ
屋
字
上
百

瀬
七
十
二
の
一

変

更

年

月

日

平
成
十
七
年
七
月
一
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

変
　
　
更
　
　
前

指
定
訪
問
介
護
事
業
所

末
広
介
護
タ
ク
シ
ー

変
　
　
更
　
　
後

末
広
介
護
タ
ク
シ
ー

変
　
　
　
更
　
　
　
事
　
　
　
項

名
　
　
　
称

雄
勝
調
剤
薬
局

所
　
　
　
在
　
　
　
地

湯
沢
市
表
町
三
丁
目
三
番
十
号

辞

退

年

月

日

平
成
十
七
年
七
月
三
十
一
日

名
　
　
　
称

雄
勝
中
央
病
院

所
　
　
　
在
　
　
　
地

秋
田
県
湯
沢
市
山
田
字
勇
ヶ
岡
二
十

五

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
八
月
一
日

名
　
　
　
称

雄
勝
調
剤
薬
局

所
　
　
　
在
　
　
　
地

秋
田
県
湯
沢
市
山
田
字
勇
ヶ
岡
三
十

一

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
八
月
一
日

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu
b
arain
satsu
.co
.jp

古紙配合率100％

正
　
　
　
　
　
　
誤


